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《行動計画の体系》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専業主婦家庭やひとり親家庭等を含めたすべての子育て家庭への支援を行う観点

から、ファミリーサポートセンター事業、子育て短期支援事業、病後児保育、「つど

いの広場」事業、子育て支援総合コーディネーター、家庭児童相談室を新設すると

ともに、放課後児童クラブ、一時保育、幼稚園における預かり保育、地域子育て支

援センター事業等の既存事業の充実を図ります。 
また、子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効

果的・効率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、子育て支

援に関する各種情報の提供やサービス提供機関連絡会議等の開催など、子育て支援

のネットワークづくりを進めます。 
さらに、地域において児童が自由に遊べ、かつ安全に過ごすことができる放課後

や週末等の居場所づくりをはじめ、公共施設や人材などのさまざま社会資源を活用

した児童健全育成の取り組みを推進します。 
 
１-１ 子育て支援サービスの充実 
１-２ 保育サービスの充実 
１-３ 子育て支援のネットワークづくり 
１-４ 児童の健全育成 

 １  地域における子育ての支援 

 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、

保健指導や乳幼児健診の充実を図るとともに、妊娠期や乳幼児期からの正しい食事

の摂り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人間性の形成、家族関係づ

くりによる心身の健全育成を図るため、保健分野と教育分野が連携した「食育」を

推進していきます。 

児童・生徒に対しては、全国的に 10 歳代の人工妊娠中絶や性感染症罹患率が増

大していることを踏まえた性や感染症予防に関する正しい知識を普及・指導、喫煙

や薬物の乱用防止に向けた教育など、関係機関における連携強化のもと思春期保健

対策の充実を図ります。 

また、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤となる小

児医療体制については、民間医療機関等との連携による確保とともに、市立病院の

あり方を審議する中で、体制確保について検討していきます。 

 

 ２  母性や乳幼児等の健康の確保及び増進 
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２-１ 子どもや母親の健康の確保 

２-２ 「食育」の推進 

２-３ 思春期保健対策の充実 

２-４ 小児医療の充実 

 
男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを産み育てることの意義に関する教

育・広報・啓発や地域社会の環境整備について、各分野が連携した効果的な取り組

みを推進していきます。 
また、次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができる

よう、確かな学力の向上、豊かな心と健やかな身体の育成、信頼される学校づくり、

幼児教育の充実、家庭や地域における教育力の向上等の観点から、学校はもとより、

子どもを取り巻く教育環境全般の充実を図ります。 
 
３-１ 次代の親の育成 
３-２ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 
３-３ 家庭や地域の教育力の向上 
３-４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 ３  子どもの健やかな成長を目指した教育環境の整備 

 
子育てを担う若い世代を中心に広くゆとりある住宅を確保することができるよ

う、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給支援などの取り組みを市における“まち

づくり”の政策と合わせた取り組みを展開していきます。 
また、妊産婦、乳幼児連れなどすべての人が安心して外出できるよう、道路、公

園、公共交通機関、公共施設等のバリアフリー化を図るとともに、子育て世帯等が

安心して利用できる公共施設の設備改善を実施していきます。 
さらに、子どもが犯罪等の被害に遭わない“まちづくり”を進める観点から、安

全・安心に暮らせる施設整備等を推進します。 
 
４-１ 良質な住宅・居住環境の確保 
４-２ 安心して外出できる環境の整備 
４-３ 安全・安心まちづくりの推進等 

 ４  子育てを支援する生活環境の整備 
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男性を含めたすべての人が仕事時間と生活時間のバランスがとれるよう、働き方

の見直しに向けた意識啓発を進め、仕事と子育ての両立を推進します。 
 
５-１ 多様な働き方の実現及び仕事と子育ての両立の推進 

 ５  職業生活と家庭生活の両立の推進 

 
子どもを交通事故から守るため、警察、認可保育所、幼稚園、学校、関係団体等

における連携・協力体制を強化し、交通安全教育やチャイルドシートの普及を促進

していきます。 
また、子どもを犯罪等の被害から守る観点から、市民における自主防犯行動を促

進するとともに、警察、学校関係者、行政、地域等による意見交換の場を定期的に

開催し、連携を強化していきます。 
さらに、被害にあった子どもの保護を確保するため、児童相談所や警察との連携

をはじめ、関係機関による児童虐待防止等ネットワークを全市域において整備し、

支援体制の強化を図ります。 
 
６-１ 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 
６-２ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 
６-３ 被害にあった子どもの保護の推進 

 ６  子ども等の安全の確保 

 
児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至る

まで、切れ目のない総合的な支援を行うために、福祉関係者をはじめ、医療・保健・

教育・警察等各関係機関の協力体制を確保します。 
また、ひとり親家庭を対象とした生活・就業・経済的な面での支援など、自立支

援を総合的に推進します。 
さらに、障害児が身近な地域で安心して生活できるよう、適切な医療及び医学的

リハビリテーションの提供のほか、保育サービスにおける体制の強化や就学支援を

含めた教育支援体制の整備など、障害のある子どもたちを総合的に支援します。 
 
７-１ 児童虐待防止対策の充実 
７-２ ひとり親家庭の自立支援の推進 
７-３ 障害児施策の充実 

 ７  要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 
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１ 地域における子育ての支援 
 

１-１ 子育て支援サービスの充実 

【主な施策ニーズ】 

• ファミリーサポートセンターが設置された場合、就学前児童（の保護者等）では「保育所・

幼稚園終了後の子どもの預かり」といったサービス等に利用意向がみられます。 

• 放課後児童クラブの利用意向は、小学校児童各学年（の保護者等）ともに「利用希望はな

い」が「利用したい」を上回っていますが、「利用したい」との意向は小学校１年生で２割

強、小学校２年生で３割強、小学校３年生で２割弱みられます。 

• 保護者や家族の用事・病気、子ども自身の病気により普段利用している保育サービスを利

用できない状況があるなど、子育て短期支援事業（ショートステイ及びトワイライトステ

イ）、病後児保育（乳幼児健康支援一時預かり事業）、一時保育へのニーズが伺えます。 

• 「子どもについて何でも相談できる総合的な窓口」や「同年齢の子どもをもつ者同士の相

互の相談・情報交換の機会」など、地域子育て支援センター事業、「つどいの広場」事業、

子育てサークル、幼稚園における子育て支援について、整備や充実が求められています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 未整備 • 長船地区に新設する地域子育て支援センタ

ーの中にファミリーサポートセンターを併

設し、事業を実施します。 

①ファミリーサポートセン

ター事業の実施 

【現状】 

０か所 

【目標事業量】 

１か所 

＊子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 市内には10の小学校区が

あり、うち８小学校区に６

か所設置しています。 

• すべての小学校区の対象児童が放課後児童

クラブを利用できることを基本に、指導員の

確保に努めるとともに、指導員が集う機会を

定期的に設け、研修や情報交換による資質の

向上に努めます。 

• 人口増加地域では既設園舎等の増改築を進

めるとともに、過疎地域においては小学校余

裕教室等の活用を図ります。 

• 運用方法については、NPO 等への委託も視

野に入れた柔軟な体制づくりを進めます。 

②放課後児童クラブ（放課

後児童健全育成事業）の

充実 

【現状】 

６か所（定員 213 人）

【目標事業量】 

８か所（定員 250 人） 

＊子育て支援課 

• 未実施 • 長船地区に新設する地域子育て支援センタ

ーへの機能整備またはファミリーサポート

センター事業での対応など、実施に向けて取

り組みます。 

③子育て短期支援事業（シ

ョートステイ及びトワイ

ライトステイ）の実施 

【現状】 

０か所 

【目標事業量】 

ショートステイ   １か所（定員３人）

トワイライトステイ １か所（定員３人）

＊子育て支援課 

• 未実施（現在、市立邑久・

牛窓病院には小児科がな

く、また医師も研修医制度

で数も少ないため、現状の

体制での実施は困難な状

況にあります。） 

• 私立の認可保育所におい

て開設の機運があります。

• 近隣市の医療機関が実施

している病後児保育の受

け入れに余裕がある場合

は利用しています。 

• 今後、市立邑久・牛窓病院のあり方（再編整

備）を審議する中で、小児医療体制、施設型

病後児保育及び看護師による派遣型病後児

保育の実施を検討します。 

• 私立の認可保育所における取り組みも視野

に入れ、病後児保育の早期実施に向けて検討

します。 

④病後児保育（乳幼児健康

支援一時預かり事業）の

実施 

【現状】 

０か所 

【目標事業量】 

施設型１か所（定員４人） 

派遣型年 30 回（延派遣回数） 

＊病院事業部・子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 牛窓地区及び邑久地区の

認可保育所３か所で実施

しています。 

• 現在事業を行っている認可保育所では継続

して実施し、新たに長船東保育園で一時保育

を実施します。 

• また、訪問型一時保育についても、ファミリ

ーサポートセンターとの連携による実施を

検討していきます。 

⑤一時保育の充実 

【現状】 

３か所（定員 21 人） 

【目標事業量】 

４か所（定員 30 人） 

＊子育て支援課 

⑥幼稚園における預かり保

育の推進 

• ６か所の幼稚園で実施し

ています。 

• 放課後児童クラブのように受益者負担の自

主運営方法で実施できるよう、全市域で実施

体制を検討・整備していきます。 

＊学校教育課 

• 未実施 • 保健・福祉センターや地域の交流拠点を中心

に全市域での実施体制を確保し、子育て中の

親子交流やつどいの場を提供します。 

⑦「つどいの広場」事業の

実施 

【現状】 

０か所 

【目標事業量】 

６か所 

＊子育て支援課 

• 牛窓地区に２か所、邑久地

区に２か所整備されてい

ます。 

• 長船地区に地域子育て支援センターを新設

し、全市域での実施体制を整備します。 

⑧地域子育て支援センター

事業の拡充 

【現状】 

４か所 

【目標事業量】 

５か所 

＊子育て支援課 

⑨幼稚園における子育て支

援の推進 

• 10 か所の幼稚園で未就園

児の親子登園、子育てサー

クルの支援、子育てに関す

る相談・情報提供等を実施

しています。 

• 今後も各幼稚園で未就園児の親子登園を実

施するとともに、子育てサークルの支援、子

育てに関する相談・情報提供等の充実に努め

ます。 

＊学校教育課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

⑩子育て支援に関するコー

ディネーターの配置 

• 未実施 • 中心的な役割を担う地域子育て支援センタ

ーに子育て支援総合コーディネーターを養

成・配置し、地域における多様な子育てサー

ビス情報を一元的に把握するとともに、子育

て家庭への総合的な情報提供及びサービス

の利用援助等の支援を行います。 

＊子育て支援課 

⑪認可保育所その他の施設

における保護者からの相

談対応、情報提供、子育

てサークルの支援 

• 各機関が既存事業の中で

それぞれ対応しています。

• 認可保育所、幼稚園、地域子育て支援センタ

ー、保健・福祉センターにおける役割の明確

化と連携体制を確立し、情報提供や相談の充

実を図ります。 

• 子育てサークルへの支援をしていきます。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 

⑫家庭児童相談室の設置 • 未整備 • 平成17年４月より家庭児童相談室を福祉事

務所に設置するとともに、家庭相談員を配置

します。 

• 家庭児童相談室では、児童及び妊産婦の福祉

（児童養育の技術、児童に係る家庭の人間関

係、その他家庭児童の福祉）に関する相談を

実施します。 

＊子育て支援課 

⑬保育士・看護師その他の

居宅において保育する家

庭的保育の実施検討 

• 未実施 • ファミリーサポートセンターとの連携によ

る実施を検討していきます。 

＊子育て支援課 
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１-２ 保育サービスの充実 

【主な施策ニーズ】 

• 平日の保育サービスの利用意向は、「利用したい」が就学前児童（の保護者等）全体の６割

強を占め、子どもの年齢が上がるにつれ利用意向も高くなる傾向にあります。週あたりの

利用希望日数は、「５日」が７割弱、「６日」は２割強となっています。 

• 平日に利用を希望する主な保育サービスは、「認可保育所」が利用意向者全体の８割弱を占

めています。 

• 延長保育や乳幼児保育など、夫婦共働き社会を踏まえた保育サービスの整備が求められて

います。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 計８か所（公立６か所、私

立２か所）の認可保育所が

設置されています。 

• 施設は年々整備されてい

ますが、老朽化や入園児童

の増加によるトイレの不

足が課題となっている園

舎もみられます。 

• 入所児童数の減少してい

る認可保育所では、３・

４・５歳児を同じクラスで

保育しています。 

• 保育所数は現状を維持しながら、対象児童人

口の推移及び待機児童を解消するため、定員

数を調整します。 

• 老朽化した園舎については、トイレの増設を

はじめとする施設機能の充実など、年次的な

改修に取り組みます。 

• 就学前の児童の養護・教育を一体として捉え

た一貫した保育の提供について検討し、可能

な部分から取り組みを進めます。 

①認可保育所における通常

保育の充実 

【現状】 

８か所（定員 765 人）

【目標事業量】 

８か所（定員 845 人） 

＊子育て支援課 

②低年齢児保育の充実 • すべての認可保育所（８か

所）で実施しています。 

• 今後もすべての認可保育所で乳幼児保育を

含めた低年齢児保育を実施するとともに、ニ

ーズに応じたサービス提供体制の充実を図

ります。 

＊子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• すべての認可保育所（８か

所）で実施しています。 

• すべての認可保育所（８か所）で１時間延長

まで対応します。 

③延長保育の充実 

【現状】 

８か所（利用者 93 人）

【目標事業量】 

８か所（定員 109 人） 

＊子育て支援課 

④休日保育、夜間保育、特

定保育の実施検討 

• 未実施 • ニーズに応じて実施を検討していきます。 

＊子育て支援課 

⑤認可保育所のサービス評

価の実施 

• 未実施 • 県や保育協議会等との連携を図り、評価実施

に向けて取り組みます。 

＊子育て支援課 

 

 

 

１-３ 子育て支援のネットワークづくり 

【主な施策ニーズ】 

• 「近所で子育てに関する悩みや相談に気軽に応じられる役割を担いたい」や「ファミリー

サポートセンターなど急用時等に子どもを預かるような住民同士の援助活動に参加した

い」などへの意向が 19 歳以上一般住民で２割みられ、子育て支援を行う人材の掘り起こ

しが期待されます。 

• 「子どもが危険な目に遭いそうな時は手助けや保護をしてほしい」、「子どもが良くないこ

とをしているのを見かけたときは積極的に叱って欲しい」、「出会った時に気軽に声をかけ

あうなど積極的に子どもにかかわってほしい」など、子どもをもつ保護者等は地域におけ

る子育てへの理解と支援を求めています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①子育て支援に関する各種

情報の提供 

• 妊婦面接時、出生時、転入

時、マタニティスクールや

乳幼児健診時に子育てに

関する各種資料を配布し

ています。 

• 子育て支援マップや子育てガイドブックを

作成・配布するほか、インターネットの活用

など、母子保健事業との連携を図りながら効

果的な情報提供を実施します。 

• 育児情報を提供する講座等を開催します。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

②子育て支援サービス等の

ネットワークの形成 

• 母子保健連絡協議会や思

春期保健研修会等を開催

しています。 

• サービス提供機関連絡会議等を開催すると

ともに、地域ケア会議等の充実を図り、関係

機関における連携を強化していきます。 

＊子育て支援課 

③子育てに関する意識の啓

発 

• 地域で子育て支援を進め

る集い等を開催してい

ます。 

• 子育て支援に関する情報提供の充実を図る

とともに、広報に子育て支援に関するコーナ

ーを設けるなど広く市民の子育て支援への

意識の啓発を進めます。 

• また、社会福祉協議会等と連携して、子育て

支援を行う人材の掘り起こしに努めます。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 

 

 

 

１-４ 児童の健全育成 

【主な施策ニーズ】 

• 児童館など子どもの居場所づくりが求められています。 

• 引きこもりや不登校児童・生徒への対応については、学校だけでなくさまざまな機関が連

携して取り組むことが必要となっています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①児童館機能の整備 • 未整備（邑久地区の裳掛児

童館は市単独事業の児童

館） 

• 公民館、保健・福祉センター等の既存施設に

児童館機能の整備を検討していきます。 

• 児童数の減少している地区については、総合

施設への取り組みを進めます。 

＊子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

②各種団体が行う子育てに

関する活動への支援 

• 子ども会活動等を実施し

ています。 

• NPO、地域ボランティア、子ども会、自治

会など、子育てに関する活動を行う団体等へ

の支援を積極的に取り組んでいきます。 

• また、子育て支援を行う人材の掘り起こしに

ついて、社会福祉協議会等と連携し取り組ん

でいきます。 

＊子育て支援課 

③民生委員・児童委員、主

任児童委員の活動支援 

• 学校訪問（年１～２回）の

ほか、小中学校区児童委員

会の設置や社会教育委

員・青少年問題協議会委員

としての活動を実施して

います。 

• 子育てサロンや家庭教育

学級におけるアドバイザ

ーとして活動しています。

• 民生委員・児童委員、主任児童委員によるこ

れまでの取り組みがより活発に行われるよ

う、活動を支援していきます。 

＊福祉課・子育て支援課 

④性の逸脱行為に関する教

育・啓発 

• 年間指導計画による学校

における性教育のほか、性

教育講演会、CAP（児童暴

力防止教育プログラム）を

実施しています。 

• 人工妊娠中絶・性感染症・喫煙・薬物等に関す

る一連の教育について、関係機関との連携を

図りながら教育・啓発を推進していきます。

＊学校教育課・子育て支援課・健康づくり推

進課 

• 青少年問題協議会や民生委員・児童委員、主

任児童委員の活動を推進し、いじめ・少年非

行等の問題を抱える児童の立ち直り支援や

保護者の子育て支援を強化していきます。 

＊人権啓発室・社会教育課・福祉課・子育て

支援課 

⑤いじめ、少年非行等の問

題を抱える児童の立ち直

りや保護者への支援 

• 各小中学校の生徒指導主

事を中心として校内の子

どもの問題行動や非行問

題について協議し、対応し

ています。 

• 市内の小中学校の生徒指

導主事が生徒指導部会を

開催し、子どもの非行問題

等について協議や研修を

実施しています。 

• 各小中学校に設置している生徒指導主事に

よる生徒指導部会や学校教育関係機関と協

議し、幼・小・中・高の連携のもとで、立ち

直り支援や保護者の子育て支援を強化して

いきます。 

＊学校教育課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

⑥引きこもり及び不登校へ

の支援 

• 県教育センター、市青少年

育成センター、スクールカ

ウンセラー、児童相談所等

との連携を図りながら対

応しています。 

• 市青少年育成センターを中心に、学校・家

庭・地域・関係機関における連携のもと、支

援体制の強化を図ります。 

＊教育総務課・学校教育課・社会教育課・子

育て支援課・健康づくり推進課 

⑦学校施設の開放をはじめ

とする施設や地域資源の

活用 

• 小中学校12校で学校施設

の開放を実施しています。

• 学校施設の開放をはじめ、その他施設や地域

資源の活用を進め、放課後や土曜日、日曜日

などの遊び場や拠点づくりに努めます。 

＊学校教育課・社会教育課・子育て支援課 

⑧公園施設の充実 • 児童遊園地を整備・管理す

る自治会等に対し、遊具の

整備費用の一部を補助し

ています。 

• 邑久児童遊園地、虫明児童

遊園地があり、休憩所や遊

具を設置しています。 

• 今後も遊具の維持管理費用補助制度の利用

を促進し、各地域にある既存の児童遊園地の

充実を図ります。 

＊子育て支援課 

⑨認可保育所における世代

間交流の推進 

• 認可保育所の園児による

老人施設の訪問や保育所

行事への老人会の参加に

よる世代間交流を実施し

ています。 

• 中高生による保育所訪問

や夏休み期間中に中高生

ボランティアの受け入れ

を実施しています。 

• 認可保育所、学校、老人会、地域等の連携を

強化し、今後も保育所地域活動事業として世

代間交流を推進していきます。 

• 中高生ボランティアについては、夏休み以外

の期間での実施も検討し、子どもと触れ合う

機会の充実を図ります。 

＊子育て支援課 

⑩放課後児童クラブにおけ

る生涯現役活用事業の推

進 

• 未実施 • 高齢者におけるボランティア活動の場の充

実といった観点から、実施に向けた検討を行

います。 

＊子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 安全面の確保に留意しながら、幼稚園におけ

る預かり保育の推進と連携した形で、積極的

に取り組みます。 

＊学校教育課 

• 地域子育て支援センターとの連携を密にし、

子どもが地域の中で健やかに育つ環境を整

備していきます。 

＊企画課 

⑪子育て支援に関する幼稚

園の園庭・園舎の開放及

び公共施設における余裕

空間の活用 

• 牛窓地区の幼稚園３園で

は常時園庭及び園舎の開

放を実施しています。 

• 子育て支援グループの研

修、情報交換の場として、

邑久地区（邑久、福田、今

城、豊原、本庄、笠加、玉

津、裳掛）ではコミュニテ

ィセンターを開放してい

ます。 
• 安全面の確保に留意しながら関係機関等と

の調整を図り、公共施設等の有効活用を進め

ていきます。 

＊子育て支援課 

⑫児童館、公民館、保健セ

ンター等の公的施設を活

用した年長児童と赤ちゃ

んのふれあいの機会、中

高生の交流の場、絵本の

読み聞かせなど 

• おはなし会、うさぎの学校

を実施しています。 

• ボランティア登録者の協力を得ながら、絵本

の読み聞かせや遊びを通して、子どもと触れ

合う機会をより充実します。 

＊社会教育課 

⑬児童手当制度 • 国の制度に基づき実施し

ています。 

• 制度の周知を図るとともに、今後も国の制度

に基づき実施していきますが、近隣市町村の

動向を踏まえ財政状況を勘案しながら市独

自の施策を検討していきます。 

＊子育て支援課 
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２ 母性や乳幼児等の健康の確保及び増進 
 

２-１ 子どもや母親の健康の確保 

【主な施策ニーズ】 

• 妊娠中や出産の際の「妊娠中の母体の不調」、「分娩に関する不安」、「これから始まる育児

についての不安」とともに、「子育てへのストレス」、「しつけがうまくいかない」、「子ども

との接し方・意思疎通」等の悩み抱えている様子が就学前児童（の保護者等）の２～３割

にみられ、保健事業へのニーズが伺えます。 

• 保健事業の充実とともに乳幼児健診の未受診者など、引きこもりがちな親子等へのフォロ

ーを強化していくことが求められています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①育児学級、健康教室、家

庭訪問等による保健指導

の充実 

• 牛窓地区では、すこやか教

室（乳児対象）、わんぱく

教室（幼児対象）、家庭訪

問等を実施しています。 

• 邑久地区では、子育て孫育

てセミナー、のびのび学

級、家庭訪問等を実施して

います。 

• 長船地区では、育児相談、

新生児・乳児訪問、子育て

セミナー、父親セミナー、

孫育てセミナー、出前育児

講座等を実施しています。

• 育児不安の軽減を目指して、ハイリスク妊産

婦や要フォロー児の施策を充実するほか、地

域特性やこれまで実施してきた事業内容等

を考慮した上で、妊娠期～乳幼児期を通じた

各事業を調整し、保健指導体制を充実し

ます。 

＊健康づくり推進課 

②妊婦に対する出産準備教

育や相談の充実 

• 妊娠届時に保健師による

面接・指導、マタニティス

クールを実施しています。

• 保健・福祉センターや地域子育て支援センタ

ーによる妊娠・出産・育児に関する情報提供

のほか、地域特性やこれまで実施してきた事

業内容等を考慮した上で教育や相談の場に

関する各事業を調整していきます。 

• つどいの広場事業等による妊婦同士の仲間

づくりを推進します。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

③子どもの事故予防のため

の取り組みの推進 

• 牛窓地区では、乳幼児教室

（わんぱく教室・すこやか

教室）の中で、子どもに多

い事故の対処法を実施し

ています。 

• 邑久地区では、子育てセミ

ナーの中で救急法を実施

しています。また、乳幼児

健診時に事故予防パンフ

レットを配布しています。

• 長船地区では、乳幼児健診

時に安全チェックリスト

の確認と指導、事故予防の

パンフレットの配布を実

施しています。また、おや

こクラブ研修会や子育て

セミナーで事故予防（救急

法）を実施しています。 

• 子どもの安全への親の意識啓発のほか、事故

発生時の応急処置や蘇生術の普及を目指し

た学習機会の充実を図ります。 

＊健康づくり推進課 

• 乳幼児健診の質をより高めるとともに、実施

方法等の充実に努めていきます。 

• また、未受診者の全数把握とそのフォロー体

制の強化を図ります。 

＊健康づくり推進課 

④乳幼児健診の充実 • 乳児健診、１歳６か月児健

診、２歳児健診、３歳児健

診のほか、歯科保健や栄養

指導等を実施しています。

• 邑久地区及び長船地区で

は、乳幼健診会場でブック

スタート事業を実施して

います。 

• すべての乳児健診会場でブックスタート事

業に取り組みます。 

＊社会教育課 
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２-２ 「食育」の推進 

【主な施策ニーズ】 

• 中高生では、朝食を「毎日食べる」が約８割を占めていますが、学年が高くなるにつれ減

少する傾向がみられます。 

• 乳幼児から児童、成人、母子など年齢に応じた「食育」の推進が求められています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 幼稚園での給食指導はもとより、保護者対象

に給食やおやつ試食会、学校栄養職員による

栄養指導、給食献立表等を利用して食育の大

切さを啓発していきます。 

＊学校教育課 

• 認可保育所や幼稚園と連携を図り、今後も食

育を推進していきます。 

＊子育て支援課 

①認可保育所や幼稚園にお

ける食に関する教育の推

進 

• 牛窓地区では、食育につい

ての講話、保育所の給食だ

よりの中での食育啓発、地

域子育て支援センターで

の試食会やおやつ講座、保

護者対象試食会を開催し

ています。 

• 邑久地区では、幼稚園で給

食指導・試食会・学校栄養

職員よる栄養指導、認可保

育所では保護者を対象と

した個別指導・給食献立表

による食育啓発・給食試食

会・手作りおやつ試食会を

開催しています。 

• 長船地区では、学校栄養士

による栄養指導を実施し

ています。 

• 認可保育所・幼稚園の参観日や子育て支援セ

ンター等地域において、保護者を対象に生活

リズムの改善指導と一日の活動源でもある

朝食を見直し、正しい食習慣の形成のための

「食育」を啓発します。 

＊健康づくり推進課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 学校での調理実習や給食指導はもとより、学

校栄養職員による「食育」の授業、小・中の

交流、保護者に対する啓発を強化していき

ます。 

＊学校教育課 

②小中学校における食に

関する教育の推進 

• 牛窓地区では、生活習慣予

防の調理実習、栄養委員に

よるふれあい交流会、給食

センター職員や栄養職員

等による栄養指導を実施

しています。 

• 邑久地区では、給食指導、

試食会、学校栄養職員によ

る栄養指導を実施してい

ます。 

• 長船地区では、学校栄養士

による栄養指導を実施し

ています。 

• すべての小学校区で栄養

士・保健師による生活習慣

病予防など「食育」の出前

講座を実施しています。 

• スローフード（地産地消で手間をかけた身近

な食べ物）から学ぶ「食育」について、栄養

委員による郷土料理の伝承を通して推進し

ます。 

• 小中学校と連携し、正しい食習慣の形成のた

めの「食育」を普及します。 

＊健康づくり推進課 

③妊産婦を対象とした食に

関する学習の機会や情報

提供の充実 

• 妊娠届出時の面接の際に

パンフレットの配布、両

親・母親学級で講話・実習

（地産地消）等を実施して

います。 

• 胎児の正常な発育と母体の健康維持のため、

必要な栄養の適正量等の食育をマタニティ

スクールで実施します。 

＊健康づくり推進課 
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２-３ 思春期保健対策の充実 

【主な施策ニーズ】 

• 性や性感染症予防に関する正しい知識などは、親子でもなかなか話しづらいこともあるた

め、学校における指導や学校外での教育機会の充実が必要となっています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 市及び県教育委員会との連携のもと、小中学

生・高校生を対象に薬物乱用防止教育を推進

します。 

• 地域住民を対象に、啓発パンフレットの配布

や広報等を通じて薬物乱用防止啓発活動を

推進します。 

＊健康づくり推進課 

①薬物乱用防止教育の推進 • 小中学校では保健授業で

指導を実施しています。 

• 警察署との連携による講

演会を開催しています。 

• 邑久地区では、健康フェス

タの際に薬物乱用防止キ

ャンペーン車の活用によ

り、地域住民を対象とした

啓発活動を実施してい

ます。 

• 保健や道徳の授業で指導するとともに、警察

の薬物乱用防止キャンペーン車や講演、ビデ

オ視聴や防止啓発広報紙等の活用により、指

導の充実を図ります。 

＊学校教育課 

• 小中学校では視聴覚映像や資料等で指導を

実施するとともに、関係機関と連携しながら

喫煙による胎児への影響や非喫煙者への害

について指導を強化していきます。 

＊学校教育課 

②喫煙防止教育の推進 • 小中学校では学級活動や

保健授業で指導を実施し

ています。 

• 長船地区では、中学生に喫

煙防止啓発パンフレット

を配布しています。 

• 思春期児童を取り巻く地

域住民を対象に、喫煙防止

啓発パンフレットの配布

や健康教育による啓発活

動を実施しています。 

• 市及び県教育委員会との連携のもと、小中学

生・高校生を対象に喫煙防止教育を推進し

ます。 

• 地域住民を対象に、喫煙の害に関する健康教

育、啓発パンフレットの配布、広報等による

喫煙防止啓発活動を推進します。 

＊健康づくり推進課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

• 小中学校での性の逸脱行為に関する教育・啓

発と連携しながら、性感染症に関する専門家

による講演やカウンセリング等の充実を図

ります。 

＊学校教育課 

③性教育・エイズ教育の推

進 

• 小中学校では、学級活動や

保健授業で指導を実施し

ています。 

• 地域住民を対象にイベン

ト等の際にエイズ予防の

パンフレットを配布し、啓

発活動を実施しています。 • 市及び県教育委員会との連携のもと、小中学

生・高校生を対象に性に関する正しい知識の

普及など性教育やエイズ教育を推進します。

• 地域住民を対象に、性やエイズに関するパン

フレットの配布や広報等を通じて、性に関す

る正しい知識の普及など性教育やエイズ教

育を推進します。 

＊健康づくり推進課 

• 県教育委員会と連携の上、多くの学校に「心

の相談員」である専門の臨床心理士等の配置

を求めるとともに、相談事業の充実を図り

ます。 

＊学校教育課 

④学童期・思春期における

「心の問題」の専門相談

の充実 

• 牛窓地区では、担任教師に

よる教育相談を実施して

います。 

• 邑久地区では、スクールカ

ウンセラー事業を実施し

ています。 

• 長船地区では、子ども及び

保護者を対象とした思春

期心の健康相談、思春期保

健講演会を実施してい

ます。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で、学童期・思春期を対象と

した各事業を調整し、充実を図ります。 

• 児童・生徒当事者、親、家族、教員などの関

係者が気軽に相談できる臨床心理士等の専

門家による相談の場を定期的に開設します。

＊健康づくり推進課 
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２-４ 小児医療の充実 

【主な施策ニーズ】 

• 市内における小児医療体制の確保が求められています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①乳幼児医療費の助成制度

の充実 

• 県助成制度と上乗せ事業

を実施しています。（５歳

未満医療費自己負担額 10

割補助、就学前児童の入院

費自己負担額 10 割補助）

• 県助成制度の有効活用を図ります。 

• 上乗せ事業については、国・県・近隣市町村

の動向を踏まえ、財政状況を勘案しながら検

討していきます。 

＊市民課 

②休日・夜間における小児

科医の確保 

③小児の初期救急医療の確

保 

• 現在、市立邑久・牛窓病院

には小児科がなく、市内に

おける小児医療体制の確

保が課題となっています。

• 国や県の小児科医による夜間相談の有効活

用を促進します。 

• 救急搬送機関との連携による迅速な救急体

制の確保に努めるとともに、市立邑久・牛窓

病院のあり方（再編整備）を審議する中で、

小児医療体制の確保について検討していき

ます。 

＊病院事業部 

④不妊治療に関する支援 • 未実施 • 国・県の制度について、広報等で周知に努め

ます。 

＊健康づくり推進課 
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３ 子どもの健やかな成長を目指した教育環境の整備 
 

３-１ 次代の親の育成 

【主な施策ニーズ】 

• 男女が協力して家庭を築くことや共同による子育てについて、幅広い教育が必要となって

います。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①男女が協力して家庭を築

くこと及び子どもを生み

育てることの意義に関す

る教育・広報・啓発 

• 牛窓地区と邑久地区では、

認可保育所及び幼稚園で

の家庭教育学級や妊娠期

子育て講座（母親学級）の

実施のほか、家庭教育手帳

を配布しています。 

• 長船地区では、家庭教育学

級、マタニティスクール、

パパママスクールを実施

しています。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で各事業を調整し、関係機関

と連携を図りながら、教育・広報・啓発をよ

り充実します。 

＊人権啓発室・社会教育課・健康づくり推進

課 

②男女が共同して行う子育

てへの相談対応、適切な

指導や支援、学習の機会

の提供 

• 牛窓地区と邑久地区では、

妊娠期子育て講座（母親学

級）、就学時健診等を活用

した子育て講座、家庭教育

手帳の配布、子育て相談を

実施しています。 

• 長船地区では、マタニティ

スクール、パパママスクー

ル、夏休み期間中に認可保

育所での中高生ボランテ

ィアを実施しています。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で各事業を調整し、関係機関

と連携を図りながら、相談・指導・学習機会

をより充実します。 

＊人権啓発室・社会教育課・健康づくり推進

課 
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３-２ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 

【主な施策ニーズ】 

• 中高生では、「成績がなかなか上がらない」、「嫌いな先生がいる」、「勉強がよくわからない」

という回答がそれぞれ３割強みられます。 

• 学校における防犯・救急処置・安全管理への対応については、学校だけでなく地域や関係

機関が連携して取り組むことが必要となっています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①知識・技能はもとより、

学ぶ意欲、思考力、表現

力、問題解決能力等まで

含めた確かな学力の向上

に向けた取り組みの推進 

• 各小中学校では、授業内容

の充実、総合的な学習の時

間の活用、校内授業研究会

を実施し、学校評価による

状況把握を実施してい

ます。 

• 各小中学校や地域の特性を生かしながら、教

科授業や総合的な学習の時間を中心に、確か

な学力の向上に努めていきます。 

• 人事考課制度の実施に合わせ、教師自身の振

り返りと資質の向上を図り、指導体制の充実

を図っていきます。 

＊学校教育課 

②少人数指導や習熟度別指

導など、学校におけるき

め細やかな取り組みの推

進 

• 学力差に応じた指導や TT

（チームティーチング）等

きめ細かな指導を実施し

ています。 

• 英語教育におけるALT（外

国語指導助手）の活用、学

校図書館司書を配置して

読書活動の推進を図って

います。 

• 少人数指導や習熟度別指導など、きめ細かな

指導の実施に向けて、県教育委員会との連携

のもと人的配置を含め充実に努めていき

ます。 

＊学校教育課 

③豊かな心の育成に向けた

道徳教育の推進 

• 各小中学校では、道徳授業

の完全実施及び充実、勤労

生産的行事、ボランティア

活動、地域人材の活用を実

施しています。 

• 道徳授業の完全実施を目指すとともに、教職

員の資質の向上をより一層図り、学校におけ

るあらゆる行事や活動の中で道徳的感性を

育てる機会を創出していきます。 

＊学校教育課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

④豊かな心の育成に向けた

地域等との連携 

• 各小中学校では、教科授業

や総合的な学習の時間に

地域人材（農業名人・陶芸

家・和太鼓・郷土史家・茶

華道・墨絵等）による指導

を実施しています。 

• 牛窓地区では、地域交流と

して伝統芸能の継承､お菓

子づくり等、特色ある取り

組みとして、ルネッサンス

活動を実施しています。 

• 教科授業や総合的な学習の時間、クラブや部

活動における地域人材の活用の充実を図り、

児童・生徒の豊かな心の育成を推進していき

ます。 

＊学校教育課 

⑤スクールカウンセラーの

配置 

• 邑久地区では、中学校にス

クールカウンセラーを配

置しています。 

• 県教育委員会との連携のもと、全ての小中学

校に専門の臨床心理士等の配置を求めてい

きます。 

＊学校教育課 

⑥「心の教室相談員」の配

置 

• 牛窓地区では、中学校で邑

久郡青少年育成センター

指導員による指導を実施

しています。 

• 長船地区では、中学校に

「心の教室相談員」を配置

しています。 

• 中学生の悩みを少しでも和らげる相談員と

して、専門家ではないが中学生に近い年齢で

寄り添うことのできる「心の教室相談員」の

配置を推進していきます。 

＊学校教育課 

⑦子どもたちの文化活動や

文化芸術の鑑賞機会の充

実 

• 各小中学校では、音楽鑑賞

会、人形劇鑑賞会、芸術鑑

賞会等を開催しています。

• 瀬戸内市小・中学校音楽発

表会、中学校における美術

展を開催しています。 

• 邑久地区では、喜之助フェ

ス・門田貝塚弥生祭等を開

催しています。 

• 子どもの情操教育にとって本物にふれる機

会が最も大切であるため、学校や教育関係機

関との連携のもと、文化芸術活動をより充実

していきます。 

＊学校教育課・社会教育課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

⑧体育の授業や運動部活動

の充実 

• 一人ひとりの目標値を設

定し、めあて学習による授

業を工夫したり､なわとび

カード・マラソンカード等

を活用したりして､体力づ

くりに取り組んでいます。

• 陸上・水泳記録会に向けて

のパワーアップ教室を開

き、能力の向上を図ってい

ます。 

• 中学校では、運動部活動を

充実させ、心と体の健全育

成に取り組んでいます。 

• 各小中学校の特色及びこれまでの取り組み

を活かしながら、子どもたちの健やかな体の

育成に向けて取り組んでいきます。 

＊学校教育課 

• 子どもたちの健やかな体の育成に向けて、保

健授業・健康相談の実施や生活ノートの利用

等を推進していきます。 

＊学校教育課 

⑨健康教育の推進 • 小中学校では、養護教諭と

の TT（チームティーチン

グ）による保健授業、生活

ノートの活用や生活アン

ケートを実施しています。

• 邑久地区では、健康週間を

設定しています。 

• 長船地区では小児生活習

慣病予防のため、小学 5 年

生・中学 2 年生を対象に健

診を実施し、その結果をも

とに、健康教育を実施して

います。 

• 規則正しい生活リズムなど、適切な生活習慣

を身に付けさせるための教育を推進してい

きます。 

＊健康づくり推進課 

⑩学校における防犯・救急

処置・安全管理体制の確

保 

• 緊急対応マニュアルの作

成、教職員を対象とした講

習及び研修会とともに、不

審者対応、火災避難訓練を

実施しています。 

• 長船地区では、小・中学生

対象に防犯ブザーを貸

与するとともに、インター

ネットによる被害防止の

ためのリーフレットを作

成し、配布しています。 

• 緊急対応マニュアルの充実を図るとともに、

関係機関との連携のもと、避難訓練や職員研

修を実施していきます。 

• 子どもの防犯等について、広く広報・啓発し、

学校と地域との連携を強化していきます。 

＊学校教育課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

⑪学校評議員制度の推進 • 牛窓地区及び長船地区の

小中学校では、学校評議員

会を設置しています。 

• 今後も学校評議員会の設置による幅広い提

言を学校運営に活かしていきます。 

＊学校教育課 

⑫幼児教育の振興 • 各幼稚園では、地域社会、

高齢者との交流、他園との

交流、発表会の地域への開

放等を実施しています。 

• 邑久幼稚園では試行的に

３歳児保育を実施してい

ます。 

• 地域や高齢者等との交流活動、学習発表会の

開放や他幼稚園との交流などを実施し、幼児

教育の振興に取り組んでいきます。 

• 平成 17 年４月より、牛窓東・邑久・今城・

国府・行幸の幼稚園において３歳児保育を実

施します。 

• 少人数の認可保育所・幼稚園に対する幼保一

体化・一元化の検討を推進していきます。 

＊学校教育課・子育て支援課 

⑬認可保育所・幼稚園と小

学校の連携強化 

• 小規模小学校における運

動会等の合同開催、生活科

や総合的な学習の時間で

の交流を行い、連携を図っ

ています。 

• 生活科や総合的な学習の時間での交流、運動

会等の行事の合同開催など、小学校と認可保

育所・幼稚園が連携した活動等の充実に努め

ます。 

＊学校教育課・子育て支援課 

 

 

 

３-３ 家庭や地域の教育力の向上 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①家庭教育に関する学級・

講座の充実 

• 家庭教育学級、家庭教育に

関する学級や講座を開催

しています。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で、保健事業との連携も踏ま

え各事業を調整し、家庭における教育力の向

上に向けた取り組みを推進していきます。 

＊社会教育課・健康づくり推進課 

②子育てサポーターの創設 • 未実施 • 子育てサポーター制度の創設を目指して、関

係機関と連携を図りながら、子育てサポータ

ーの養成に努めます。 

＊社会教育課・子育て支援課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

③自然体験や社会体験等体

験活動の推進 

• 邑久地区では、自然環境講

座や芸術伝承講座を実施

しています。 

• 長船地区では、体験教室、

美しい森体験事業を実施

しています。 

• 公民館事業を中心として、自然体験や社会体

験等の体験のできる機会の提供やボランテ

ィア体験を積極的に推進していきます。 

＊社会教育課 

④総合型地域スポーツクラ

ブの設置促進 

• 邑久地区に１クラブ設置

されています。 

• 地域の実態を考慮しながら、現施設を利用し

た単種目の総合型スポーツクラブの全市域

設置について、検討していきます。 

＊社会教育課 

 

 

 

３-４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①環境浄化活動の推進 • 未実施 • 青少年問題協議会、市青少年育成センター、

保護司、少年警察協助員、更生保護女性会、

PTA 等との連携を図りながら、環境浄化活

動を推進していきます。 

＊総務課・教育総務課・社会教育課 
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４ 子育てを支援する生活環境の整備 
 

４-１ 良質な住宅・居住環境の確保 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①良質なファミリー向け賃

貸住宅の供給支援 

• 牛窓地区では、若者の定住

促進に向けた分譲住宅地

の供給をしています。 

• 過疎地域において若者定住を含めた政策を

展開していきます。 

＊企画課 

②子育てを支援する公的賃

貸住宅等についての整備

手法の検討やニーズ把握

の実施 

• 牛窓地区では、若い世代の

ニーズに対応できるよう

新規格の公営住宅の建て

替え事業を実施してい

ます。 

• 計画的に老朽化した公営住宅の建て替え事

業を実施していきます。 

＊建設課 

• 既存の公共施設については、シックハウス対

策を計画的に実施していきます。 

＊建設課ほか 

③シックハウス対策の推進 • 邑久地区では、小中学校や

幼稚園におけるホルムア

ルデヒド等空気検査を実

施しています。 

• 長船地区では、保健所発行

のパンレットによる啓発

を行っています。 

• 広報やパンフレット等による啓発を行うほ

か、専門機関との連携による相談体制の強化

に努めます。 

＊建設課 
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４-２ 安心して外出できる環境の整備 

【主な施策ニーズ】 

• 就学前児童（の保護者等）では、子どもと外出する時に困ることとして「買い物や用事の

合間の気分転換に子どもを遊ばせる場所がない・少ない」、「小さな子どもとの食事に配慮

された場所がない・少ない」など、施設機能に関するニーズが高くなっています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①ユニバーサルデザインに

よる都市公園等の整備 

• 未整備 • 都市整備の中で検討を行います。 

＊建設課 

②公共施設等における子ど

も及び親子連れに配慮し

た施設機能の充実 

• 一部の公共施設には子ど

もサイズの便器・手洗い

器、ベビーベット、ベビー

チェアが設置されてい

ます。 

• 子どもや親子連れが利用する機会の多い施

設から、子どもサイズの便器・手洗い器、ベ

ビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化

粧室、授乳室の設置等について、構造的な面

にも配慮しながら整備を進めていきます。 

＊建設課ほか 

③鉄道駅等の旅客施設、バ

スなどの車両等のバリア

フリー化 

• JR 西日本へのホーム改良

の要請等を行っています。

• 関係機関への協力を要請するとともに、公的

に施策展開できるところについては、積極的

にバリアフリー化を推進していきます。 

＊総務課・建設課 

④歩行空間のバリアフリー

化 

• 市道改良工事と合わせた

歩道の新設・改良を実施し

ています。 

• 道路の新設や改良工事に合わせた歩道の整

備のほか、危険箇所の調査等による重点的な

歩道の改良を実施していきます。 

＊建設課 

⑤河川空間のバリアフリー

化 

• 未実施 • 国や県の河川改修計画等の策定に参加し、バ

リアフリー化を促進していきます。 

＊建設課 
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４-３ 安全・安心まちづくりの推進等 

【主な施策ニーズ】 

• 就学前児童（の保護者等）の３割弱が子どもと外出する時に困ることの中で「暗い通りや

見通しの悪いところが多く子どもが事故や犯罪の被害にあわないか心配」と感じています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①道路、公園等の公共施設

における犯罪防止に配慮

した環境設計の推進 

• 未実施 • 関係機関における連携のもと、市内の道路や

公園等の総点検を実施し、犯罪防止のための

改善を実施していきます。 

＊総務課・建設課 

②通学路や公園等における

防犯灯、緊急通報装置等

の防犯設備の整備 

• 自治会等の要請による防

犯灯の設置を行ってい

ます。 

• 犯罪予防の観点から、自治会等の要請による

防犯灯の設置を実施していきます。 

＊総務課 
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５ 職業生活と家庭生活の両立の推進 
 

５-１ 多様な働き方の実現及び仕事と子育ての両立の推進 

【主な施策ニーズ】 

• 就学前児童の母親、父親ともに育児休業を「取得したことはない」との回答が７割前後を

占めており、より一層の育児休業制度の普及啓発が求められます。 

• 就学前児童（の保護者等）では、女性が子育てと就労を両立するために必要と思うことに

ついて「夫が家事や育児を分担し、協力すること」が６割弱で最も高く、次いで「勤務時

間短縮や育児休業等子育て者に配慮した労働条件･制度があり、活用できる職場環境」が５

割弱となっています。 

 

 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①育児休業・介護休暇制度

の普及啓発 

• 未実施 • 育児休業や介護休暇制度の周知徹底を促

進するため、公共職業安定所・商工会その他

関係機関との連携のもと、制度の趣旨や内容

についての普及啓発活動に努めます。 

＊広報情報課 

②男女共同参画の意識啓発 • 男女共同参画社会に関す

る講演会・研修会等の開催

をするとともに、市役所の

職員を対象とした研修を

実施しています。 

• 性別役割分担意識を改め、家庭生活において

男女がともに協力しあうという意識啓発を

推進するため、広報やホームページ等による

啓発のほか、岡山県男女共同参画推進センタ

ー「ウィズセンター」と連携を図りながら、

講演会や研修会を開催していきます。 

• 市職員を対象とした研修を実施します。 

＊総務課・広報情報課・人権啓発室 

③働き方の見直しについて

の意識啓発 

• 未実施 • 広報等を通じて、父親・母親ともに職業生活

重視の考え方を改め、家庭生活や地域活動等

に積極的に参画していくという意識啓発に

努めます。 

＊広報情報課 
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６ 子ども等の安全の確保 
 

６-１ 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①子ども及び子育てを行う

親等を対象とした交通安

全教育の推進 

• 交通安全教室や講習会を

開催しています。 

• 広報による子どもの交通安全に関する周知

を図ります。 

• 認可保育所や幼稚園における交通安全教室

等を警察等関係機関の協力のもと、継続的に

開催していきます。 

＊総務課 

②チャイルドシートの普及

促進 

• 牛窓地区では、認可保育所

の保護者を対象とした交

通安全教室指導員による

使用方法の指導を実施し

ています。 

• 市ホームページによる情

報提供及びチャイルドシ

ートの貸出を行ってい

ます。 

• 地域子育て支援センター等による情報提供

のほか、認可保育所や幼稚園等における交通

安全教室で指導・助言等を実施していき

ます。 

＊総務課 

 

 

 

６-２ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①住民の自主防犯行動を促

進するための情報提供の

充実 

• 広報による自主防犯行動

を促進しています。 

• 今後も広報による自主防犯行動を促進する

ための啓発を行います。 

• 警察署と連携のもとで自主防犯組織の設置

について検討していきます。 

＊総務課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

②犯罪等に関する関係機

関・団体の意見交換の実

施 

• 警察、学校関係者、行政、

地域等が連携して、意見交

換を実施しています。 

• 邑久地区では、不審者対応

対策協議会により、関係機

関・団体の意見交換を実施

しています。 

• 警察、学校関係者、行政、地域等による意見

交換の場を定期的に開催し、連携を強化して

いきます。 

＊教育総務課 

③学校付近や通学路等にお

ける学校関係者（PTA 等）

や防犯ボランティアによ

るパトロール活動の実施 

• 子ども 110 番制度を実施

しています。 

• 防犯ボランティアの育成及び活動を支援す

るとともに、子ども 110 番制度を推進して

いきます。 

＊教育総務課・学校教育課・社会教育課 

• CAP 講演会等を中心として、市民を対象と

した防犯学習を実施していきます。 

＊総務課・子育て支援課 

④子ども、保護者、学校関

係者、地域住民を対象

とする防犯学習、講習等

の実施 

• 牛窓地区では、小学校で

CAP 講習会や防犯講習

会、中学校で防犯教室を開

催しています。 

• 邑久地区では、小学校で不

審者対応避難訓練を実施

しています。 

• 長船地区では、一部の小学

校で CAP 講習会を開催し

ています。 

• 警察等との連携のもと、認可保育所、幼稚園、

小中学校における不審者対応避難訓練を実

施します。 

＊学校教育課・子育て支援課 

 

 

 

６-３ 被害にあった子どもの保護の推進 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①犯罪、いじめ、児童虐待

等により被害を受けた子

どもの精神的ダメージの

軽減や立ち直りの支援の

強化 

• 児童相談所との連携をは

じめ、関係機関による児童

虐待防止ネットワークを

整備しています。 

• 児童相談所や警察との連携をはじめ、関係機

関による児童虐待防止等ネットワークを全

市域に整備し、支援体制の強化を図ります。

＊人権啓発室・学校教育課・福祉課・子育て

支援課・健康づくり推進課 
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７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 
 

７-１ 児童虐待防止対策の充実 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①児童虐待発生予防の推進 • マタニティスクール、新生

児訪問、乳幼児健診をはじ

めとする各母子保健事業

での指導や相談等を実施

しています。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で、妊娠期～乳幼児期を通じ

た各事業を調整し、保健指導体制を充実し

ます。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 

②虐待の早期発見、早期対

応の強化 

• 認可保育所や各母子保健

事業等における早期発見、

児童相談所との連携を図

っています。 

• 母子保健事業をはじめとする各事業の実施

において、早期発見の視点をもった対応を行

っていきます。 

• 児童相談所をはじめとする関係機関との協

力のもと児童虐待防止ネットワークを全市

域に拡大し、早期発見・早期対応体制の強化

を図ります。 

＊人権啓発室・学校教育課・福祉課・子育て

支援課・健康づくり推進課 

③虐待の進行防止、家族再

統合や家族の養育機能の

再生・強化を目指した在

宅支援の充実 

• 児童相談所との連携によ

る対応を実施しています。

• 児童相談所をはじめとする関係機関との協

力のもと児童虐待防止ネットワークを全市

域に拡大し、在宅支援の充実を図ります。 

＊人権啓発室・学校教育課・福祉課・子育て

支援課・健康づくり推進課 
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７-２ ひとり親家庭の自立支援の推進 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①ひとり親家庭に対する相

談体制の充実 

• 児童相談所等の関係機関

との連携による相談や育

児相談を実施しています。

• 家庭相談員や母子自立支援員による相談の

ほか、民生委員・児童委員における相談事業

の中でも対応していきます。 

＊福祉課・子育て支援課 

②児童扶養手当制度 

③ひとり親家庭医療費の助

成 

④母子寡婦福祉資金の貸付 

• 国の制度に基づき実施し

ています。 

• 制度の周知を図るとともに、今後も国の制度

に基づき実施します。 

＊市民課・子育て支援課 

⑤ドメスティック・バイオ

レンスなどの被害者への

自立支援 

• こころの健康相談を実施

しています。 

• ドメスティック・バイオレ

ンスに関する相談は随時

個別に対応しています。 

• 広報によるドメスティック・バイオレンスに

関する啓発を行うとともに、母子保健事業を

はじめとする各事業の実施において、早期発

見の視点をもった対応を行っていきます。 

• 県の女性相談所、岡山県男女共同参画推進セ

ンター「ウィズセンター」、警察への通報・

連携体制を強化するとともに、これら関係機

関の周知に取り組みます。 

＊子育て支援課・健康づくり推進課 
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７-３ 障害児施策の充実 

施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

①障害児居宅介護等事業の

実施 

②障害児短期入所事業の実

施 

③障害児デイサービス事業

の実施 

• 国の支援費制度により実

施しています。 

• 今後も支援費制度の利用を促進していき

ます。 

• 短期入所施設を併設する形で知的障害児施

設を公設民営型で整備し、障害児施策の充実

を図ります。デイサービス施設については、

ニーズ等の把握に努めながら、整備に関する

検討を行います。 

• 身体障害児を対象とした施設については、近

隣市等にある施設の有効利用に向けて、関係

機関との連携に努めていきます。 

＊福祉課 

④障害児保育の充実 • すべての認可保育所で受

け入れ体制は整備されて

いますが、利用ニーズ等に

より現在５か所の認可保

育所で実施しています。 

• バリアフリー化など施設機能の充実をはじ

め、障害児の積極的な受け入れ、保育体制の

充実を図ります。 

＊子育て支援課 

⑤幼稚園における障害のあ

る幼児の障害に応じた指

導内容の充実、福祉・医

療機関等との連携による

教育相談体制の整備 

• ことばの教室や旭川荘等

との連携による相談を実

施しています。 

• ことばの適応指導教室の設置に向けて検

討するとともに、養護学校等との連携をより

強化し、教育相談体制の充実を図ります。 

＊学校教育課 

⑥放課後児童クラブにおけ

る障害児の受け入れ体制

の整備 

• １か所の放課後児童クラ

ブで実施しています。 

• 施設の改善や専従の指導員の確保を図り、す

べての放課後児童クラブで障害児の受け入

れ体制を整備していきます。 

＊子育て支援課 

⑦就学指導委員会及び障害

に応じた指導体制の充実 

• すべての地区で就学指導

委員会を設置しています。

• 医療と教育各関係機関の連携により設置し

ている就学指導委員会における指導体制を

充実していきます。 

＊学校教育課 

⑧特別児童扶養手当制度 • 国の制度に基づき実施し

ています。 

• 制度の周知を図るとともに、今後も国の制度

に基づき実施します。 

＊福祉課 
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施策・事業 現状 平成 21 年度の目標 

⑨障害の原因となる疾病や

事故の予防及び早期発

見・治療の推進 

• 乳幼児健診における精密

検査受診票の作成及び専

門機関への受診を促進し

ています。 

• 長船地区では、ひまわり教

室、乳幼児こころの健康相

談を実施しています。 

• 地域特性やこれまで実施してきた事業内容

等を考慮した上で、障害の原因となる疾病や

事故の予防及び早期発見・治療を推進してい

きます。 

＊健康づくり推進課 

⑩小中学校の通常学級に在

籍する LD（学習障害）、

ADHD（注意欠陥・多動

性障害）、高機能自閉症等

のある児童生徒に対する

特別支援教育体制の整備 

• 未実施 • サポート教員配置等の特別支援教育体制の

整備について県教育委員会と連携しながら、

検討・推進していきます。 

＊学校教育課 

 

 

 

 


